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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第56期

第３四半期
連結累計期間

第57期
第３四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日

自 平成24年１月１日
至 平成24年12月31日

売上高 (百万円) 30,398 33,524 40,704

経常利益 (百万円) 2,650 3,045 3,334

四半期(当期)純利益 (百万円) 4,588 2,021 5,756

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 4,920 5,610 6,087

純資産額 (百万円) 53,454 59,919 54,620

総資産額 (百万円) 65,087 72,508 65,485

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 169.40 74.66 212.55

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) － － －

自己資本比率 (％) 81.8 82.0 83.0

　

回次
第56期

第３四半期
連結会計期間

第57期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日

自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

(円) △14.64 11.00

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

　

＜調査・コンサルティング事業＞

当第3四半期連結会計期間より、新たに株式を取得したNCS Subsea,Inc.を連結の範囲に含めておりま

す。

　

＜計測機器事業(国内)＞

主要な関係会社の異動はありません。

　

＜計測機器事業(海外)＞

当社は、平成24年12月に天津星通聯華物聯網応用技術研究院有限公司（天津SATCOM）との間で、中国に

おいて合弁会社である天津奥優星通伝感技術有限公司を設立しました。同社を、第１四半期連結会計期間

より持分法適用の範囲に含めております。　
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループ(当社及び当社の関係

会社)が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間における世界情勢は、長期化する欧州債務問題、中国をはじめとした新興

国経済の減速に起因した、資源開発市場の低迷など、依然として先行き不透明な状況が続いています。

一方、我が国経済は、政府の金融緩和、財政出動などによる景気回復への期待感から、円安の進行、株

価の上昇が見られ、国内の公共事業分野については、震災復興関連事業の継続、国土強靭化に向けて、

堅調に予算が執行されています。

このような外部環境の中、当社グループは、中期経営計画OYO Hop 10の取り組みを推進するととも

に、震災復興関連事業や全国の地震防災関連事業のニーズに積極的に対応いたしました。

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の受注高は、387億３千１百万円（前年同期比

121.6％）と増額となり、売上高は、335億２千４百万円（同110.3％）と増収となりました。

損益は、営業利益が27億３千９百万円（同131.9％）、経常利益が30億４千５百万円（同114.9％）と

増益となり、四半期純利益は、20億２千１百万円（同44.1％）と減益となりました。これは、前期に米

国の持分法適用関連会社の株式売却益を特別利益として計上していたためです。

　

当第３四半期連結累計期間のセグメントの業績は、次のとおりです。

① 調査・コンサルティング事業

当第３四半期連結累計期間における当事業の受注高は、311億９千１百万円（前年同期比128.3％）

となり、売上高が246億４千２百万円（同109.0％）、営業利益が19億１百万円（同154.5％）となり

ました。

　

② 計測機器事業(国内)

当第３四半期連結累計期間における当事業の受注高は、24億７千２百万円（前年同期比81.7％）と

なり、売上高が34億７千５百万円（同169.2％）、営業利益が６億８千５百万円（同237.9％）となり

ました。
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③ 計測機器事業(海外)

当第３四半期連結累計期間における当事業の受注高は、50億６千７百万円（前年同期比112.5％）

となり、売上高が54億７百万円（同94.4％）、営業利益が１億４千３百万円（同27.2％）となりまし

た。

　

(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ70億２千３百万円増加し、725億

８百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末と比べ52億１千８百万円増加し、483億４千８百万円となりました。

これは主として、当社グループの調査・コンサルティング事業において、営業債権の回収が進んだこと

により完成業務未収入金が17億２百万円減少する一方で、現金及び預金が49億３千万円増加したことに

よります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ18億４百万円増加し、241億６千万円となりました。これは主

として、米国子会社の株式取得等によりのれんが９億７百万円増加したこと、及び投資有価証券が10億

５百万円増加したことによります。

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億２千４百万円増加し、125

億８千９百万円となりました。これは主として、未払法人税等が８億７千５百万円増加したことにより

流動負債が10億３千９百万円増加したこと、及び固定負債が６億８千５百万円増加したことによりま

す。

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ52億９千８百万円増加し、

599億１千９百万円となりました。これは主として、四半期純利益を20億２千１百万円計上したことに

より利益剰余金が増加し、株主資本が14億３千５百万円増加したこと、及び円安の影響により為替換算

調整勘定が30億８千２百万円増加したことによります。

この結果、自己資本比率は82.0％となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において新たに発生した事業上の課題、または、前事業年度の有価証券報

告書に記載した対処すべき課題に変更はありません。

　

なお、当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社

法施行規則第118条第３号、以下「基本方針」といいます。）ならびに、この基本方針を実現するため

の取組み（同条第３号ロ）について取締役会で決議しております。

決議内容は以下のとおりであります。

　

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株

式に対する大規模買付提案またはこれに類似する行為があった場合においても、当社の企業価値・株主

共同の利益を害するものでない限り、一概に否定されるものではなく、最終的には株主全体の意思によ

り判断されるべきものと考えております。
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しかし、株式の大規模買付行為の中には、その目的などから見て、企業価値・株主共同の利益に対す

る明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要する恐れがあるもの、対象となる会社の

取締役会や株主が株式の大規模買付行為の内容などについて検討し、あるいは取締役会が代替案を提案

するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象となる会社が買収者の提示した条件よりも有利な

条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、対象となる会社の企業価値・株主

共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の

企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させていくことを可能とする者である必要

があると考えております。

この実現に資する取組みとして、当社は、当社の株式に対する大規模買付提案がなされた場合、当社

の企業価値・株主共同の利益に資するか否かという観点から、まず、当社取締役会が情報の収集及び検

討などを行い、その結果や当社取締役会としての意見を株主に開示することにより、当社の株主が十分

な情報のもと、適切な判断を行えるような仕組みを構築することが不可欠であると考えております。

当社取締役会は、大規模買付行為がなされた場合には、株主から経営を負託された機関として、株主

の意思を最大限尊重しつつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するよう適切に対処し

ていく所存です。

　

② 基本方針を実現するための当社の取組み

当社は、上記の基本方針の実現に資する特別な取組み（会社法施行規則第118条第３号ロ(1)）とし

て、中長期的な視点に基づいた経営への取組みこそが当社グループの企業価値・株主共同の利益の最大

化に資するものと考えております。

　

(ア)長期事業計画の実行による企業価値向上のための取組み

当社グループは、「人と自然の調和を図るとともに、安全と安心を技術で支え、社業の発展を通じて

社会に貢献する」との経営理念に基づき、社会・経済環境、営業環境等の急激な変化に対応した経営戦

略の見直しを行い、実現したいビジョンを明確にした「応用地質グループ長期経営ビジョン

（OYO2020）」を2009年に発表しました。

このOYO2020では、2020年に向けて、日本のみならず世界が求める「持続可能な社会の構築」に貢献

する、社会科学的な視点も備えた、地球科学に関わるグローバルな総合専門企業グループとなることを

長期目標としております。

なお、当社が貢献すべき主要なテーマは以下のとおりです。

(a)安全と安心の確保

(b)地球環境問題への対応

(c)エネルギー・資源問題への対応

(d)豊かな暮らしを支える公共インフラ問題などへの対応

そして、2020年までの道程を助走も含めた三段跳びに例えて４段階に分け、2009年を第１期準備計画

段階：「助走（具体的な一歩を踏み出す）」、2010年～2013年を第２期試行段階：「ホップ」、2014

年～2017年を第３期施策展開段階：「ステップ」、そして2018年～2020年を改革の成果をあげ大きく発

展する第４期飛躍段階：「ジャンプ」として推進しております。
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(イ)長期経営ビジョンOYO2020における当社グループの基本戦略

(a)ブランド戦略

当社は、1957年の設立以来、顧客の課題を十分に理解したうえで、ニーズを的確に把握し、最適

なソリューションを提供することで、顧客の「信頼」「安心」「期待」にお応えすることがブラン

ドであり、提供する商品・サービスの顧客から見た付加価値を高めることにより企業価値の向上を

図る戦略が「ブランド戦略」であると考えてきました。

そして東日本大震災からの国土の復旧・復興に向けた貢献を通じて更にOYOブランドの向上を図る

べく事業展開を行っております。このブランドイメージを支える主要な強みは以下のとおりです。

・防災分野、環境分野、建設分野、維持管理分野、エネルギー分野等、脆弱な日本の国土におい

て持続可能な社会を構築するために必要な分野で事業展開をしている。

・国内を中心に、地盤情報や災害情報に係る膨大なデータ、知見を保有している。

・地震、豪雨等の自然災害発生時の対応を含め、当社グループの技術力、対応力に対して公共機

関を中心として、顧客から大きな信頼を得ている。

・計測機器事業部門を持ち、調査から計測まで幅広いソリューションを提供できる。

・国内外に地球科学に係る多様なグループ会社を保有し、海外計測機器事業においては、オン

リーワンの物理探査機器メーカーを保有している。

(b)KIPS技術戦略

KIPS技術戦略とは知識（Knowledge）・調査（Investigation）・予測（Prediction）・解決策

（Solution）の４種に分類した技術の頭文字を並べ呼称したものです。

地球科学に係る確固たる基礎技術を保持するために、当社グループの以下の基盤技術の高度化を

図り、それを当社グループの最大の強みとして発揮することにより差別化を図ります。

・知 識 ⇒ 地盤に係る膨大な情報のデータベース構築、科学技術的知見の集積

・調 査 ⇒ 調査技術、モニタリング技術の高度化

・予 測 ⇒ モニタリング技術、シミュレーション技術の高度化

・解決策 ⇒ コンサルタント力、評価技術（工学、社会、経済等）の高度化

そして、社会科学的な視点も備え、新たな価値や政策などを発信・提言する機能を有する地球科

学系シンクタンク機能を当社グループ内に構築することを目標としております。

　

(ウ)長期経営ビジョンOYO2020の進捗：第２期試行段階OYO Hop10の実行

2010年～2013年の中期経営計画OYO Hop10は、今後当社グループが大きく成長するために、様々な方

策を試行・実行し、既存コア技術の強化や不足するリソースの入手を行うことにより、新市場の開拓、

成長市場への参入、新たな事業展開を推進する枠組みと、次の成長に向けた土台を構築する期間と位置

付けております。

そして、売上構成比で７～８割を占める調査・コンサルティング事業を中心に、成長に向けたビジネ

スモデルを再構築します。具体的には、国内を中心とした調査・コンサルティング事業の戦略を「地域

拠点戦略」から「事業展開戦略」に転換します。既に全国の地域に配置した拠点の再編を開始し、注力

分野である防災分野、エネルギー分野、計測サービス分野、維持管理分野への資源の集中を行っており

ます。
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また、当社グループは、防災分野と環境分野について、積極的な取組みを世界的に展開しておりま

す。

防災分野については、国内のみならず地震が多発する環太平洋、中央アジア等の地域を対象に、地震

被害想定、モニタリングシステム構築を提案し、現地政府の防災・減災プロジェクトに参画しておりま

す。また、地震災害以外にも、近年の異常気象にともなう豪雨災害や地質災害について、中国、新興国

を中心に現地のニーズに適合する災害用モニタリングシステムを提供するための生産拠点を中国に設け

ることによる市場拡大への取組みを加速しております。

環境分野については、国内市場では震災で発生した新たな環境問題であるがれき処理や放射能汚染な

どに加え、エネルギー政策の見直しを背景にした地中熱ビジネス、メタンハイドレート開発時の環境評

価関連ビジネス等への参入を進めております。また、海外市場では地球温暖化対策の二酸化炭素CO2地中

貯留モニタリングのサービスを始めるなど、地球環境分野の世界的な市場展開を目指して積極的に取組

んでおります。

更に新たな分野として、資源開発や地震防災など多様な事業展開が期待できる三次元海洋探査事業へ

の参入準備や砂漠の緑化の研究に着手するなど、当社グループの今後の成長に必要な新たな市場開発に

向けた開発投資を今後も強化してまいります。

　

③ 大規模買付ルールの内容

当社取締役会が設定する大規模買付ルール（以下「本ルール」といいます。）とは、事前に大規模買

付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、当社取締役会による一定の評価期間が経過した

後にのみ大規模買付けを開始できる、というものです。

　

(ア)対象となる行為

本ルールは、下記(a)または(b)に該当する行為またはこれに類似する行為（以下「大規模買付行為」

といいます。）がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行う者、または提案する者（以

下「買付者等」といいます。）は、予め本ルールに定められる手続きに従うこととします。

(a)当社が発行者である株券等（※1）について、保有者（※2）の株券等保有割合（※3）が20％以上

となる買付け

(b)当社が発行者である株券等（※4）について、公開買付け（※5）に係る株券等の株券等所有割合

（※6）及びその特別関係者（※7）の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

　

※1 金融商品取引法第27条の23第１項に定義される「株券等」を意味します。本ルールにおいて別段

の定めがない限り同じとします。

※2 金融商品取引法第27条の23第３項に基づき保有者に含まれる者（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます。）を含みます。本ルールにおいて別段の定めがない限り同じとします。

※3 金融商品取引法第27条の23第４項に定義される「株券等保有割合」を意味します。この場合、当

該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に定義される「保有株券等の数」を意味しま

す。）も計算上考慮されるものとします。本ルールにおいて別段の定めがない限り同じとしま

す。
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※4 金融商品取引法第27条の２第１項に定義される「株券等」を意味します。

※5 金融商品取引法第27条の２第６項に定義される「公開買付け」を意味します。本ルールにおいて

別段の定めがない限り同じとします。

※6 金融商品取引法第27条の２第８項に定義される「株券等所有割合」を意味します。本ルールにお

いて別段の定めがない限り同じとします。

※7 金融商品取引法第27条の２第７項に定義される「特別関係者」（当社取締役会がこれに該当する

と認めた者を含みます。）を意味します。但し、同項第１号に掲げる者については、発行者以外

の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。本

ルールにおいて別段の定めがない限り同じとします。

　

(イ)独立委員会

(a)独立委員会の設置

当社は、本ルールの導入と同時に、当社において独立委員会を組成しました。

独立委員会は、本ルールにおける手続きの客観性、合理性及び透明性を確保する観点から、本ルー

ルの適用対象となる大規模買付行為を行おうとする買付者等から提供を受ける情報の内容の検討、本

ルールの適用対象となる大規模買付行為の内容の検討、対抗措置の発動要件の該当性及び具体的な対

抗措置の内容の相当性の検討、その他の当社が本ルールに従った手続きを進行するに当たり必要とな

る事項として当社取締役会が定める事項についての検討を行い、当社取締役会にその検討結果を通知

するものとします。また、当社取締役会は、独立委員会の検討結果を最大限尊重して、本ルールの手

続きを進行します。

(b)独立委員会の構成

独立委員会は、３人以上の委員によって構成されます。

独立委員会の委員は、独立委員会が公正で中立的な判断を行うことができるよう、当社の業務執行

を行う経営陣から独立している当社社外役員及び外部有識者の中から当社取締役会が選任することと

します。

独立委員会の委員となる外部有識者は、別途当社取締役会が指定する善管注意義務条項などを含む

契約を当社との間で締結した者でなければならないものとします。

なお、平成24年10月16日開催の取締役会において３名の委員を選任しました。委員の任期は就任後

１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取

締役会の終結の時までであり、平成25年３月26日開催の取締役会において再任されております。

(c)独立委員会の運営

独立委員会の決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数の賛同をもって行

うものとします。

　

(ウ)当社に対する意向表明書の提出

買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取

締役会に対して、一定の必要情報（以下「本必要情報」といいます。）及び当該買付者等が大規模買付

行為に際して本ルールに定める手続きを遵守する旨の誓約文言などを記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。
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(エ)当社に対する大規模買付情報の提供

当社取締役会は、上記(ウ)の意向表明書を受領後10営業日以内に、買付者等に対し、買付者等が行お

うとする大規模買付行為を評価するために必要な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）のリス

トを交付して情報提供を求めます。大規模買付情報の具体的内容は買付者等の属性及び大規模買付行為

の内容によって異なります。当社取締役会は、買付者等から大規模買付情報を受領した場合、速やかに

これを独立委員会に提供するものとします。当社取締役会及び独立委員会は、当該大規模買付情報が、

買付者等が行おうとする大規模買付行為を評価するために不十分であると判断した場合には、直接また

は間接に、買付者等に対して、大規模買付情報のリストに基づく情報・資料等に加え、さらに追加情報

（以下「本追加情報」といいます。）を提出するように求めるものとします。

　

(オ)当社取締役会及び独立委員会による検討作業

(a)当社取締役会による検討作業

買付者等から情報・資料等（追加的に要求したものも含みます。）の提供が十分になされたと当社

取締役会が認めた場合、当社による検討期間（以下「本ルール検討期間」といいます。）として以下

の期間（当該情報・資料等の提供が完了した日の翌日を起算日とします。）を設定します。なお、本

ルール検討期間は、独立委員会の意見も踏まえ、合理的理由により延長される場合があります（延長

された場合、当該理由は必要により開示されるものとします。）。

(ⅰ)対価を円貨現金のみとする公開買付けによる当社全株券等（金融商品取引法第27条の２ 第１

項に定義される「株券等」を意味します。）の買付けの場合は、原則として60日間を超えない

期間

(ⅱ)その他の大規模買付行為の場合は、原則として90日間を超えない期間

当社取締役会は、本ルール検討期間において買付者等から提供された情報・資料等に基づき、

必要に応じ当社の企業価値・株主共同の利益の毀損を防止するための措置などについて買付者

等と交渉し、または、株主に対する代替措置の提案などを行うことがあります。

(b)独立委員会による検討作業

(ⅰ)独立委員会は、本ルール検討期間内において、本ルールの適用対象となる大規模買付行為の内

容、当社取締役会の提案する代替措置の内容及び買付者等と当社との協議・交渉等を踏まえ

て、買付者等及び本ルールの適用対象となる大規模買付行為について独立委員会としての意見

（本ルールの適用対象となる大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を害するもの

と評価されるか否かに関する意見を含みます。）を決定するため、必要な検討を行い、その結

果を当社取締役会に通知するものとします。

(ⅱ)独立委員会は、当社取締役会に対して、本ルールの適用対象となる大規模買付行為に対する当

社取締役会における検討状況、代替案がある場合における代替案、その他独立委員会の意見の

決定のために必要と判断した情報を提供するよう要請することができます。また、独立委員会

は、当社の取引先、顧客その他の利害関係者に対しても、情報の提供を求める場合がありま

す。

(c)大規模買付行為の停止

大規模買付行為は、本ルール検討期間中は行ってはならず、本ルール検討期間の経過後にのみ開始

されるべきものとします。
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(カ)大規模買付行為の評価方法

当社取締役会は、買付者等から受領した大規模買付情報、本追加情報及び当社取締役会が独自に入手

した情報等に基づき、独立委員会の検討の結果を最大限に尊重の上、買付者等による大規模買付行為

が、当社の企業価値・株主共同の利益を害するものかを評価します。

当社取締役会が買付者等による大規模買付行為を当社の企業価値・株主共同の利益を害する大規模買

付行為であると評価した場合には、当社は、独立委員会の意見も踏まえた上、関係法令、証券取引所規

則等及び当社定款を遵守し、必要に応じ、取締役会決議、及び、当社取締役会が必要と判断した場合に

は株主総会決議による承認を取得の上、買付者等の買付手段、及び、当社の状況に応じ最も適切と判断

した対抗措置を取り得るものとします。

　

(キ)買付者等が本ルールに違反した場合の対抗措置

買付者等が、意向表明書を提出しないまま大規模買付行為を実行するなど本ルールを遵守しない場

合、又は本ルールを遵守しない恐れがあると当社取締役会が判断した場合、当社は、本ルールに拘束さ

れないものとします。この場合、当社は、独立委員会の意見も踏まえた上、関係法令、証券取引所規則

等及び当社定款を遵守し、必要に応じ、取締役会決議、及び、当社取締役会が必要と判断した場合には

株主総会決議による承認を取得の上、買付者等の買付手段、及び、当社の状況に応じ最も適切と判断し

た対抗措置を取り得るものとします。

　

(ク)株主及び利害関係者に対する情報開示

当社取締役会は、独立委員会の検討の結果を最大限に尊重し、大規模買付行為の提案された事実とそ

の概要、本必要情報、大規模買付情報、本追加情報の概要、及び当社取締役会による検討内容（本ルー

ル検討期間の開始日及び終了日を含みます。）、その他買付者等から受けた情報のうち、当社取締役会

が適切と判断する事項について、当社取締役会が適切と判断する時期及び方法により情報開示を行うも

のとします。

　

(ケ)大規模買付ルールの有効期間、廃止及び変更

本ルールの有効期間は平成24年10月16日から平成27年３月に開催される当社定時株主総会の終結後最

初に招集される取締役会の終結の時までとします。また、有効期間の満了前であっても、当社取締役会

は、随時本ルールの再検討を行い、内容の見直しを行う場合があります。

本ルールが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実、及び、（変更の場合には）

変更内容、その他当社取締役会が適切と認める事項について速やかに情報開示を行います。

　

当社取締役会は、②、③の取組み内容が以上のとおりであることから、これらの取組みは、上記①の基

本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的

とするものではないと判断しております。

　

(4) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、９億５千７百万円であり

ます。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 120,000,000

計 120,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成25年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 32,082,573 32,082,573
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

計 32,082,573 32,082,573 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年７月１日～
平成25年９月30日

― 32,082,573 ― 16,174 ― 15,905

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿が確定していないた

　　　　め、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年６月30日）に基づく株主名簿

による記載をしております。

　

① 【発行済株式】

　 　 　 平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
普通株式

5,003,100
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,985,700
269,857 ―

単元未満株式
普通株式

93,773
― ―

発行済株式総数 32,082,573 ― ―

総株主の議決権 ― 269,857 ―

(注) １．「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株(議決権の数７個)含まれてお

ります。

２．「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が42株含まれております。

３．当第３四半期会計期間末日現在の自己保有株式数は、「完全議決権株式」が5,003,300株、「単元未満株

式」が96株であります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

応用地質株式会社
東京都千代田区九段北
４丁目２番６号

5,003,100 ― 5,003,100 15.59

計 ― 5,003,100 ― 5,003,100 15.59

(注) １．当第３四半期会計期間末日現在の自己保有株式数は5,003,300株であり、「発行済株式総数対する所有株

式　　　数の割合」は15.60％であります。

　　 ２．上記の所有者の住所は、平成25年10月15日に、東京都千代田区神田美土代町７番地に移転しております。

　

EDINET提出書類

応用地質株式会社(E04816)

四半期報告書

13/27



　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日

 取締役
常務執行役員 国内グループ事
業本部長

常務執行役員 グループ統轄本
部長

 兼森　孝 平成25年４月１日

 取締役 常務執行役員 海外事業本部長
常務執行役員 国際事業企画室
長

 長瀬　雅美 平成25年４月１日

（注）役名についての異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年７月１

日から平成25年９月30日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年１月１日から平成25年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 20,471 25,402

受取手形及び売掛金
※ 1,129 ※ 1,988

完成業務未収入金 10,098 8,396

リース債権及びリース投資資産 648 1,143

有価証券 2,313 2,926

未成業務支出金 3,315 2,740

商品及び製品 746 828

仕掛品 1,141 894

原材料及び貯蔵品 1,445 1,575

その他 1,837 2,469

貸倒引当金 △19 △18

流動資産合計 43,129 48,348

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,058 4,901

土地 6,843 6,853

その他（純額） 1,070 1,251

有形固定資産合計 12,972 13,005

無形固定資産

のれん 84 992

その他 312 533

無形固定資産合計 397 1,525

投資その他の資産

投資有価証券 5,425 6,431

その他 4,224 3,842

貸倒引当金 △664 △645

投資その他の資産合計 8,985 9,629

固定資産合計 22,355 24,160

資産合計 65,485 72,508
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 552 800

業務未払金 1,476 1,121

短期借入金 1 0

未払法人税等 329 1,205

賞与引当金 266 558

受注損失引当金 80 15

その他 3,941 3,984

流動負債合計 6,647 7,687

固定負債

長期借入金 0 －

退職給付引当金 2,158 2,129

その他 2,057 2,772

固定負債合計 4,216 4,901

負債合計 10,864 12,589

純資産の部

株主資本

資本金 16,174 16,174

資本剰余金 16,523 16,523

利益剰余金 33,583 35,025

自己株式 △5,061 △5,067

株主資本合計 61,220 62,655

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 194 685

土地再評価差額金 △2,617 △2,517

為替換算調整勘定 △4,413 △1,331

その他の包括利益累計額合計 △6,836 △3,163

少数株主持分 237 427

純資産合計 54,620 59,919

負債純資産合計 65,485 72,508
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

売上高
※ 30,398 ※ 33,524

売上原価 21,094 23,506

売上総利益 9,303 10,018

販売費及び一般管理費 7,227 7,278

営業利益 2,076 2,739

営業外収益

受取利息 60 69

受取配当金 36 35

持分法による投資利益 337 －

不動産賃貸料 37 39

受取保険金及び配当金 49 91

その他 104 91

営業外収益合計 626 327

営業外費用

支払利息 7 6

持分法による投資損失 － 3

投資事業組合運用損 30 －

不動産賃貸原価 13 11

その他 0 0

営業外費用合計 52 22

経常利益 2,650 3,045

特別利益

固定資産売却益 1 118

投資有価証券売却益 0 3

関係会社株式売却益 6,011 －

その他 2 0

特別利益合計 6,016 122

特別損失

固定資産売却損 15 0

固定資産除却損 4 1

投資有価証券評価損 251 18

減損損失 175 －

その他 6 －

特別損失合計 453 20

税金等調整前四半期純利益 8,213 3,147

法人税等 3,606 1,108

少数株主損益調整前四半期純利益 4,607 2,039

少数株主利益 19 17

四半期純利益 4,588 2,021
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
　至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,607 2,039

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 70 490

為替換算調整勘定 244 3,080

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 －

その他の包括利益合計 312 3,571

四半期包括利益 4,920 5,610

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,900 5,594

少数株主に係る四半期包括利益 19 15
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

(連結の範囲の重要な変更)

NCS Subsea,Inc.の株式取得に伴い、当第３四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めております。

 
(持分法適用の範囲の重要な変更)

天津奥優星通伝感技術有限公司を合弁会社として設立したため、第１四半期連結会計期間より持分法適用

の範囲に含めております。

 

　

【会計方針の変更等】

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによる損益への影響は軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

税金費用の計算 　一部の連結子会社においては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計

年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じる方法により計算して

おります。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。

　なお、前連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

(平成24年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年９月30日)

受取手形 5百万円 ―

　

(四半期連結損益計算書関係)

※　前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)及び当第３四半期連結累

計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

 　当社グループの主要事業である調査・コンサルティング事業の売上高は、事業の性質上、上半期(第

２四半期連結累計期間)に多くなる傾向があります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期

間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間

に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。

　

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成24年１月１日
 至 平成24年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
 至 平成25年９月30日）

減価償却費 643百万円 791百万円

のれんの償却額 34百万円 80百万円
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(株主資本等関係)

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年３月27日
定時株主総会

普通株式 169 6.25 平成23年12月31日 平成24年３月28日 利益剰余金

平成24年８月10日
取締役会

普通株式 169 6.25 平成24年６月30日 平成24年９月27日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間末後となるもの

 該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月26日
定時株主総会

普通株式 236 8.75 平成24年12月31日 平成25年３月27日 利益剰余金

平成25年８月８日
取締役会

普通株式 243 9.00 平成25年６月30日 平成25年９月27日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会

計期間末後となるもの

 該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

応用地質株式会社(E04816)

四半期報告書

22/27



(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ２

調査・コンサ
ルティング

事業

計測機器事業
(国内)

計測機器事業
(海外)

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 22,616 2,054 5,727 30,398 － 30,398

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 617 236 854 △854 －

計 22,616 2,671 5,964 31,252 △854 30,398

セグメント利益 1,230 288 527 2,045 30 2,076

(注) １．セグメント利益の調整額30百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「調査・コンサルティング事業」セグメントにおいて、当社の保有する一部の事業用資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減損しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期

連結累計期間においては175百万円であります。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
調整額
(注) １

四半期連結
損益計算書
計上額
(注) ２

調査・コンサ
ルティング

事業

計測機器事業
(国内)

計測機器事業
(海外)

計

売上高 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 24,642 3,475 5,407 33,524 － 33,524

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 681 286 968 △968 －

計 24,642 4,156 5,694 34,492 △968 33,524

セグメント利益 1,901 685 143 2,730 9 2,739

(注) １．セグメント利益の調整額９百万円は、セグメント間取引消去によるものであります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

「調査・コンサルティング事業」セグメントにおいて、NCS Subsea,Inc.の株式を取得し、子会社

化しております。当該事象によるのれんの増加額は、当第３四半期連結累計期間において928百万円

であります。
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(企業結合等関係)

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 NCS Subsea,Inc.

事業の内容 主に、米国内の石油業界向けに、海域での地震探査や工事におけるナビ

ゲーションとポジショニング等のサービスを提供。

(2）企業結合を行った主な理由

　同社が保有する、海域での探査や工事を行う際に必要なナビゲーションとポジショニング等の技術を当

社グループに付加することで、海域の調査・探査事業を積極的に展開するためであります。

(3）企業結合日

　平成25年４月17日

(4）企業結合の法的形式

　現金を対価とする株式取得

(5）結合後企業の名称

　NCS Subsea,Inc.

(6）取得した議決権比率

　87.01％　

(7）取得企業を決定するに至った主な根拠

　当社グループによる現金を対価とする株式取得のため

　　

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

　平成25年４月18日から平成25年６月30日

　

３．被取得企業の取得原価及びその内訳　

取得の対価 12,236千米ドル

取得に直接要した費用  ―

取得原価 12,236千米ドル

　

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1）発生したのれんの金額

　9,932千米ドル

(2）発生原因

　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力から発生したものであります。

(3）償却方法及び償却期間

　５年間にわたる均等償却
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年１月１日
至 平成24年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日)

   １株当たり四半期純利益金額 169円40銭 74円66銭

    (算定上の基礎)  　

    四半期純利益金額(百万円) 4,588 2,021

   普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 4,588 2,021

   普通株式の期中平均株式数(株) 27,083,463 27,080,660

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成25年８月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関して次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額……………………　243百万円

（ロ）１株当たりの金額…………………………………　９円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………　平成25年９月27日

（注）平成25年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   吉   澤   祥   次   印

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   入   江   秀   雄   印

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成２５年１１月１２日

応用地質株式会社

取締役会 御中

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げら
れている応用地質株式会社の平成２５年１月１日から平成２５年１２月３１日までの連結会計年度
の第３四半期連結会計期間（平成２５年７月１日から平成２５年９月３０日まで）及び第３四半期
連結累計期間（平成２５年１月１日から平成２５年９月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、
すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に
ついて四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に
準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期
連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に
対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手
続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸
表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において
一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、応用地質株式会社及び連
結子会社の平成２５年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期
間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな
かった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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